
令和７年度 

委託番号  道維委－２８ 

委託名称  市道花輪小坂線ほか機械草刈業務委託 

 

特 記 仕 様 書 

 

第１条 適用範囲 

（１）本仕様書は、市道花輪小坂線ほか機械草刈業務委託に適用する。 

（２）本業務は、「秋田県土木工事共通仕様書（令和６年１０月１日以降適用）」の関係部分

を準用するほか、本特記仕様書によるものとする。 

 

第２条 業務内容 

本業務は、小型ロータリ草刈機械による道路除草（草刈）を工期内に２回行うものとする。 

 

第３条 実施位置 

本業務の実施位置は、次のとおりである。 

        鹿角市十和田上向字四ツ谷地内ほか（詳細は添付位置図①～⑤のとおり） 

 

第４条 完成期日 

 本業務の完成期日は、令和７年１０月２０日とする。 

 

第５条 実施時期 

実施時期は調査職員の指示によるものとする。 

     １回目・・・７月下旬から８月上旬 

２回目・・・８月下旬から９月中旬 

 

第６条 業務打ち合わせ 

発注者または受注者が必要と認める日に打ち合わせを行う。その際、協議確認した事項は、

本仕様書と同等の効力を有するものとする。 

 

第７条 定めなき事項 

この仕様書に定めのない事項またはこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、必要

に応じて調査職員と協議すること。 

 

 

以上 


